
このように地方資料部長から訓速の委任を受けたものを委任調

達品 と L、う。このように調達l孟分を中央部li主AE，地方剥注品，

およひ.委任iU，\j;主品とに分類する基準について述べる とつぎのと

おりである。

(1) 中央制i主品 つぎに例示するような主要な事業用品であ

る。

ア 車両. JI1雨)fl電動機，工作機械，ポイヲ m鋼管，レーノレ，

F イヤ等列車の五lHï'の安全をはかるために製作に高度の技術ま

たは経験を裂する事業用品。

イ 発1l1 fí量，荷役儀械， 巻上俊，通fa俊総等製作に高度また

は特殊の技術あるいは経験を裂する事業用品。

ウ 石Fi{. 鋼材 ，まくらぎ， 111両用原木，セ メ γ ト等国鉄の

需要が圏内経済に店長轡をおよぼすような重姿な事業用品。

エ 物品の規i"& ・ {上様等の点で研究途上にある )]1裂な事業用

"' 11日 。

オ 石油製品，コークス . 11 転車， 用紙mで地ブJで謝述する

よりも中央て引Ii主することが 19 1かにH芽IJな lJr.~用品。

(2) 地ブ'JrJ，'.1述品 中央調達品のよう な軍!lliなI]l業用品を除い

たもので，いずれも準備計画lの計 画性が |溜難であるとか， また

は計間性があっても 中央で集約がjに調達する幸1 1:;\直がないために，

l1!!プJで司司法するプJが当を得ていると認められる事業用品である。

(3) 委任調達』路 地方資材泌が設置されていない地区にある

鉄道管思!局， およびその鉄道管理局所管区域にある業務陸自関が，

地方資材部が設位されていないために. IIï-業用品の配給を受け

る点でこうむる不利絡を最小限度に止めることを目的として，

資材事務所長に部.Jj主権限を委任するものであって，地方調達品

のなかでも準備計百iの計画性がないか， または計画性があって

も . W約がjに訓i主および配給をするブJが業務上不利であるとい

うような事業m品である。

3 調達手続 剥達手続は契約担当役が準備計画者からの誹i

述嬰求を受理したときから始まり，訴li主すべき事業用品の購入

を目的とする契約を締結することによ って ， 契約の目的物が準

備計画者の指jlJl下にある物品出納長(または分任出納長)の手

亡入ったときに終るものとする。

準備計繭者ーである資材局長および地方資材部長(ij!!fJ11i~-1 函l事

務担当初!長)が . ÌI~{J1Il要求者である鉄道管理局長 ・ ヱ局長等か

らその作業計繭の1!施に必要な事業用品の配給姿求を受理した

ときは，要求を受けたものの凡本 ・ 規申告・仕様訟を得査し，在

庫品に該当のもののあるときは所裂時期jまでに配給し，在庫品

に該当のもののないときは， 契約担当役(Iij昨民事務担当(Jf!長)

に対して所要時期までの配給に支障のない希望納j拐を付して剥

i主主!! ;Rを行う。なお準備計画者は， 準備要求者から準備姿求を

受理する以前であっても，自己の~I院rrにおいて必要を認めたと

きは契約担当役に対して調達'll!求を行うことがある。

契約担当役は， 準備計函者から調達袈:;}えを受理したときは，

制j送手絞をつぎのような方法によって行う。

(1) 調達要求の'íi手査 調達!B!求に示す内容にもとづいて， つ

ぎの点を栴査し，疑義があるときは準備計[!l!i者と協議した上で

適正な制法の'~b1Jiをはかる。

ア 見本 ・ 規怖 ・ 仕様書 ・ 図郎等が完全に嬰件を具日ií してい

るか。

イ )''iI.* ' 規的 ・ 仕様書 ・ 陸lfiïi~jl;の 内容から ， 特定の生産者

またはl仮~Yc者と l:lll係のある場合は， その FJ!山が正当なものであ

る泊、

ウ 希望納JtJJが製作期間等の関係て'w.~途手続上支障のないも

のであるかどうか。

ぶっびんのち

エ 希望購入価怖が坂引の'だ例または市況に比較して，調i主

手続上の降包となるおそれはないか。

(2) 契約条項の決定 契約担当役は調達製求の若手査を完了し

たときは，契約事務規程の定めにもとづいて，調達すべき個々

の事業用品の性質に応じて具体的に検討して適正な契約条項を

定める。この場合に検討すべきおもなる I]i疫を示すとつぎのと

おりである。

7 1.作業用品の性質により. L売買契約1のプJì去によって調達

すべきものか， または L製作治負契約1 の方法によって剥透す

べきものか。

イ 売J"1.契約の刀法によって調達する均合は，現品の良否を

判定する手段である検査条項を， 給付完了の検査のみとすれば

足りるか。または給付完了の検査のほかに阪将lJ.の完成検査の

約定をする必要があるか。

ウ 給付完了の検査のl侍WIは，給付完了の周 mを?I~主または

討'i J:t者ーから受理した日より 10 日以内とすべきものか， もしく

は 15 日以内とすべきものか。

エ 製作前:í':l~辺約の方法によって調達する場合は，給付完了

の検証のほかに， 店主将付の約定をする必要があるか，また製作

材料を請負者に交付する必裂があるか。

オ 契約の目的物の受渡場所をうE主または，fNfl完封の*撲初に

おける世場波，もし くは積込i度とするか， あるいは契約担当役

の引業地における tllj-~~波もしくは絞込波 とするか。

カ 契約の目的物の受渡期限を確定期限(たとえばいつから

いつまでとすること)または不雌定期限(たとえば契約担当役

が納入指定書を発行したときからいつまでとすること)とする

力、。

キ 契約に停止条例(たとえば国会予nが成立すれば腕入す

るということ)を付けるべきものか。

タ 売nの予約(たとえば契約姐当役が将来購入する必要が

起きたときには， う'己主 となるべき者に対して納入指定当を交付

することによ って，必裂なものについて， 必要企どけの契約が

成立するということをあらかじめ契約すること)によるべきも

のか。

ケ 代金の支払l時間iは適法な支払請求書を?f:，主または請負者ー

から受FJ!した日より 30 日以内とするか， もしくは 45 日以内と

するか。

コ 売主または ä ，'I Jt者の履行遅滞に対する延滞償金計 算の率

は 1 て'よいのか。
500 
サ 売主または計i負者の不般行に対する違約金計 算の率は

10 
一ーでよいのか。100 --- _.-0 

(3) 予定価絡の決定 契約担当役は契約条項の決定をしたと

きは，契約{面協決定の基準とする予定価陥を算定する。この場

合はljijl国によるべきか，または総価によるべきかを検討する と

ともに，いずれの場合によるとしても ， 契約の目的物を椛成す

る材料 ・ 労務 ・ 詳i役務 ・ 諸雑伎の各政自について具体的に検討

して決定すべきか，または取引の実例もしくは市況により決定

すべきかを検討した上で決定する。

(4) 申込の誘引方法の決定 契約担当役は調達M求の審査，

契約条項の決定および予定価絡の決定を終了したときは，事業

用品の性質，契約の性質，事業用品の所要時期， 契約金額その

他の点について検討した上で， 契約条項その他契約の締結に必

要な事項を， L契約の申込者に必要な資|帯1 を備えている者一

般に公告をするか， 契約担当役が適当と認めた者に通知をする

か，または契約担当役が適当 と 百君、める特定の者に通知をするか

のいずれかを決定し， その決定にも とづいて必要な申込の誘引
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